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登別市都市公園条例（昭和４２年条例第２１号）新旧対照表

現 行 改正後（案）

別表第２（第１１条関係） 別表第２（第１１条関係）

１ 略 １ 略

２ 都市公園を占用する場合 ２ 都市公園を占用する場合

占用物件名 単位 使用料

法第７条

第１項第

１号に掲

げるもの

第１種電柱 １本 １年に

つき

３５０円

第２種電柱 ５４０円

第３種電柱 ７３０円

第１種電話柱 ３２０円

第２種電話柱 ５００円

第３種電話柱 ６９０円

共架電線その他上空に設ける線類 １ｍ １年に

つき

３円

地下電線その他地下に設ける線類 ２円

地上に設ける変圧器 １個 １年に

つき

３１０円

地下に設ける変圧器 １㎡ １年に

つき

１９０円

変圧塔 １個 １年に

つき

６３０円

その他のもの 市長が別に定める。

法第７条

第１項第

２号に掲

げるもの

水道管、

下水道

管、ガス

管その他

これらに

外径が０．０７メートル未

満のもの

１ｍ １年に

つき

１３円

外径が０．０７メートル以

上０．１メートル未満のも

の

１９円

占用物件名 単位 使用料

法第７条

第１項第

１号に掲

げるもの

第１種電柱 １本 １年に

つき

４２０円

第２種電柱 ６５０円

第３種電柱 ８８０円

第１種電話柱 ３８０円

第２種電話柱 ６１０円

第３種電話柱 ８３０円

共架電線その他上空に設ける線類 １ｍ １年に

つき

４円

地下電線その他地下に設ける線類 ２円

地上に設ける変圧器 １個 １年に

つき

３７０円

地下に設ける変圧器 １㎡ １年に

つき

２３０円

変圧塔 １個 １年に

つき

７６０円

その他のもの 市長が別に定める。

法第７条

第１項第

２号に掲

げるもの

水道管、

下水道

管、ガス

管その他

これらに

外径が０．０７メートル未

満のもの

１ｍ １年に

つき

１６円

外径が０．０７メートル以

上０．１メートル未満のも

の

２３円
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類するも

の

外径が０．１メートル以上

０．１５メートル未満のも

の

２８円

外径が０．１５メートル以

上０．２メートル未満のも

の

３８円

外径が０．２メートル以上

０．３メートル未満のもの

５７円

外径が０．３メートル以上

０．４メートル未満のもの

７６円

外径が０．４メートル以上

０．７メートル未満のもの

１３０円

外径が０．７メートル以上

１メートル未満のもの

１９０円

外径が１メートル以上のも

の

３８０円

法第７条

第１項第

３号に掲

げるもの

上空に設ける通路 １㎡ １年に

つき

４８０円

地下に設ける通路 ２９０円

その他のもの ６３０円

法第７条

第１項第

４号に掲

げるもの

郵便差出箱、信書便差出箱 １個 １年に

つき

２７０円

公衆電話所 ６３０円

法第７条

第１項第

５号から

非常災害の場合の仮設工作物 無料

競技会、集会、展示会、博覧会その

他これらに類する催しのために設け

１㎡ １日に

つき

１０円

類するも

の

外径が０．１メートル以上

０．１５メートル未満のも

の

３４円

外径が０．１５メートル以

上０．２メートル未満のも

の

４５円

外径が０．２メートル以上

０．３メートル未満のもの

６８円

外径が０．３メートル以上

０．４メートル未満のもの

９１円

外径が０．４メートル以上

０．７メートル未満のもの

１６０円

外径が０．７メートル以上

１メートル未満のもの

２３０円

外径が１メートル以上のも

の

４５０円

法第７条

第１項第

３号に掲

げるもの

上空に設ける通路 １㎡ １年に

つき

４８０円

地下に設ける通路 ２９０円

その他のもの ７６０円

法第７条

第１項第

４号に掲

げるもの

郵便差出箱、信書便差出箱 １個 １年に

つき

３２０円

公衆電話所 ７６０円

法第７条

第１項第

５号から

非常災害の場合の仮設工作物 無料

競技会、集会、展示会、博覧会その

他これらに類する催しのために設け

１㎡ １日に

つき

１０円
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備考 備考

１～３ 略 １～３ 略

３及び４ 略 ３及び４ 略

第７号ま

でに掲げ

るもの

られる仮設工作物

標識 １本 １年に

つき

５００円

天体、気象又は土地観測施設 １個 １年に

つき

６３０円

工事用板囲い、足場、詰所その他の

工事施設、土石、竹木、かわらその

他の工事用材料の置場

１㎡ １月に

つき

９６円

その他の物件、工作物又は施設 市長が別に定める。

第７号ま

でに掲げ

るもの

られる仮設工作物

標識 １本 １年に

つき

６１０円

天体、気象又は土地観測施設 １個 １年に

つき

７６０円

工事用板囲い、足場、詰所その他の

工事施設、土石、竹木、かわらその

他の工事用材料の置場

１㎡ １月に

つき

９６円

その他の物件、工作物又は施設 市長が別に定める。


